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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、企業の社会的責任を果たすためにコーポレートガバナンスの強化・充実が重要であると認識しております。そのために、各ステークホル
ダーとの適切な関係を維持しつつ、透明・公正かつ効率性の高い経営の実現にむけて、更なるコーポレートガバナンスの強化・充実に取り組んで
まいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則１－２－４】議決権の電子行使を可能とするための環境作り、招集通知の英訳

当社は招集通知の英訳については、現時点においては不要と考えておりますが、今後の海外投資家の構成比率の推移等を見極めつつ、必要と
判断した場合は招集通知の英訳を検討いたします。

なお、議決権の電子行使を可能とする環境の構築については、インターネットの議決権行使の利用により、株主の利便性を高めたところでありま
す。

【補充原則３－１－２】英語での情報の開示・提供

当社の株主構成を勘案したときに、当社における海外投資家の比率は相対的に低い状況であり、開示・提供する情報の英訳については不要と考
えております。ただし、今後の海外投資家比率の推移等を踏まえ、英文による情報提供が必要と判断した場合は英訳を検討いたします。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４】いわゆる政策保有株式

（政策保有に関する方針）

当社は、持続的な成長と企業価値の向上を目的に、保有先の企業との取引関係の維持強化を図ることをもって、政策保有株式の保有方針とし、
取締役会において、定期的に政策保有株式の保有目的の合理性、リスク・リターン等を踏まえた経済合理性及び将来見通しを検証しております。

（保有株式に係る議決権の行使について）

政策保有株式に係る議決権の行使については、議案が当社との取引関係の維持強化及び当該保有先企業の企業価値向上につながるか精査し
たうえで、議案への賛否を判断しております。

【原則１－７】関連当事者間の取引

当社は、取締役の競業取引及び取締役と会社間の利益相反取引を行う場合は、取締役会承認事項としております。また、取締役及びその近親者
と当社グループとの取引に関して「関連当事者取引調査表」による調査を毎年実施し、関連当事者取引の有無を確認しております。なお、当該取
引の内容や金額については、取締役会に報告するとともに、法令の定めるところにより有価証券報告書等に開示致します。

【原則３－１】情報開示の充実

（i）経営理念等、経営戦略、経営計画

2017年度は当社の中期経営計画（2017～2020年度）の初年度として、経営方針「わくわく チャレンジ！ 2020」のもと様々なことにチャレンジしてま

いりました。2018年度は中期経営計画の目標（完工高300億円以上）達成に向けた重要なステップの年として、①ＮＴＴグループ様へのソリューショ
ン型営業提案活動の強化による受注拡大、②商材・顧客・エリア（東京・関西）の拡大及びＭ＆Ａによる総合設備系受注拡大、③高品質・効率性そ
して事故を発生させない完成度の高い業務推進体制の確立、等を軸にグループパワーを最大化していくこととします。

一方中期経営計画の達成に向けては、グループ全体が目標に向けチャレンジする企業文化を確立していくことが重要であることから、2018年４月
からは給与制度や評価制度を「成果をより反映する制度」へ改定するとともに、契約社員や臨時雇用社員も正社員（エリア社員）へチャレンジでき
る雇用制度を導入し、お客様の期待を超える目標を掲げ、日々の業務で「感動」や「達成」を感じられるよう、様々な分野に積極的にチャレンジして
いくこととしています。

（2018年度のキャッチコピー ）「ひっ飛べ!!2018」

なお、当社の企業理念、行動指針については当社のホームページをご参照ください。（httpｓ://www.sysken.co.jp/company/philosophy/）

（ii）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

当社は、企業の社会的責任を果たすためには、コーポレートガバナンスの充実が重要であると認識し、各ステークホルダーとの適切な関係を維持
しつつ、透明・公正かつ効率性の高い経営を実現するため、以下の基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組みます。

１．株主の権利を尊重し、株主が権利を適切に行使することができる環境の整備と株主の実質的な平等性を確保します。

２．企業の社会的責任を果たすため、株主を含むステークホルダーと適切に協働します。

３．情報開示は重要な経営責任の一つであると認識し、会社情報を適切に開示することにより、企業経営の透明性を確保します。

４．業務執行の監督をはじめとする取締役会の役割・責務を適切に果たし、取締役会による業務執行の監督機能の実効性を高めます。

５．持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、ステークホルダーとの間で建設的な対話を行います。

（iii）取締役等の報酬を決定する方針と手続

取締役及び監査役の報酬については、株主総会の決議による取締役及び監査役それぞれの報酬総額の限度内で、取締役の報酬は取締役会の
決議により決定し、監査役の報酬は監査役会の協議により決定しております。また、個別の報酬については、会社の業績や経営内容、経済情勢
等を考慮し、役員内規に基づき、各役位の役割と責任に応じた報酬体系としております。



（iv）取締役・監査役候補等の指名に係る方針と手続

取締役・監査役候補の指名にあたって、優れた人格を持ち、経営管理及び事業運営に関する豊富な知識、経験を有する者とし、取締役候補者に
ついては業務における社会的な責任・使命を理解し、高い倫理観に基づいて、当社の経営を的確、公正かつ効率的に遂行できる者としておりま
す。監査役候補者については公正かつ客観的な立場から取締役の業務執行状況を監査し、経営の健全性及び透明性の向上に貢献できる者とし
ております。また、独立社外取締役・独立社外監査役候補の指名にあたって、東京証券取引所の定めている独立性基準を満たし、一般株主と利
益相反が生じる恐れのない者とし、独立社外取締役については、社外取締役としての役割を十分認識し、自らの知見に基づき、中立的・客観的な
立場から当社の取締役の業務執行及び経営を監督し、的確・適切な意見、助言を行い得る者としております。独立社外監査役については、社外
監査役としての役割を十分認識し、自ら知見に基づき、中立的・客観的な立場から当社の取締役の業務執行及び経営を監査し、経営の健全性及
び透明性の向上に貢献できる者としております。

（v）取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明

取締役・監査役候補者の個々の選任理由につきましては、当社ホームページ掲載の第65回定時株主総会「招集ご通知」47ページから53ページに
記載しておりますので、ご参照ください。

【補充原則４－１－１】取締役会の役割・責務（１）　経営陣に対する委任の範囲

当社は、法令に準拠して「取締役会規則」「取締役会付議基準」を制定し、取締役会にて審議する事項を定めるとともに、その他については「職務
権限規則」に基づき、経営陣が執行できる範囲を明確にしております。

具体的には、株主総会付議事項等の会社法に定められた重要事項及び経営戦略・経営計画等の経営の基本となる事項等については、取締役会
にて決定しております。その内容に基づく個別の業務執行に関する決定は、その業務を担当する各取締役に委任しております。委任内容について
は、職務権限規則において範囲を明確にしております。

なお、代表取締役社長の意思決定を円滑かつ的確に行うため、取締役及び常勤監査役等で構成される経営戦略会議を設け、取締役会決議事項
を含む業務執行上の重要事項を審議しております。

【原則４－９】独立社外取締役の独立性判断基準及び資質

当社は社外取締役の独立性について、東京証券取引所の定めている独立性基準を満たし、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者とし、資
質について、社外取締役としての役割を十分認識し、自らの知見に基づき、中立的・客観的な立場から当社の取締役の業務執行及び経営を監督
し、的確・適切な意見、助言を行い得る者としております。

【補充原則４－１１－１】取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方

当社の取締役会の構成については、取締役は担当事業分野に精通した者、豊富なビジネス経験を有する者、コンプライアンス、内部統制及び企
業法務に精通した者、監査役は財務・会計に関する知識と豊富な経験を有する者、企業統治等に関する幅広い見識を有する者で構成されており
ます。特に社外取締役及び社外監査役は豊富な知識と経験を有する者であり、健全で持続可能な成長が図れるように、構成員のバランスに配慮
しております。また、取締役の選任に関しては、人格見識に優れ、様々な職歴・専門分野等を考慮し、偏りのない多様な観点から当社の企業価値
向上に資すると考えられる者を取締役会で決定しております。

【補充原則４－１１－２】役員が他の上場会社の役員を兼任する場合における兼任状況

社外取締役及び社外監査役の他社での兼任状況については、毎年定時株主総会の事業報告書において開示を行っております。社外取締役及
び業務執行取締役全員は当社グループ以外の他の上場会社の役員との兼任はなく、取締役の業務に専念できる体制となっております。社外監
査役全員は、当社グループ以外の他の上場会社の社外役員を兼任しておりません。また、常勤監査役については他社の役員との兼任はなく、監
査役の業務に専念できる体制となっております。

【補充原則４－１１－３】取締役会全体の実効性に関する分析・評価

当社は、取締役及び取締役会が適切に機能しているか定期的に検証し、その結果を踏まえ、問題点の改善や強みの強化等の適切な措置を講じ
ていくという継続的なアプローチにより、取締役会全体の機能向上を図る観点から、取締役及び取締役会の実効性に向けた分析・評価を実施しま
した。具体的には、個々の役員に対して、取締役会全体や役員の実効性についてアンケートを取得し、その結果について分析・評価を行いまし
た。分析・評価結果については、当社取締役会は、評価結果において取締役会の開催時期、頻度、時間、審議内容について適切に運営されてい
ること、取締役会で活発な議論がなされていること等から、全体として「概ね良好」に運営されており、取締役及び取締役会の実効性は確保されて
いると評価いたしました。詳細は当社のホームページをご参照ください。（https://www.sysken.co.jp/csr-activities/governance/）

【補充原則４－１４－２】取締役・監査役に対するトレーニングの方針

当社は、取締役・監査役に対して、自らの役割責務を果たすうえで必要な研修を実施しております。社外取締役・社外監査役に対しては、当社の
事業内容を中心に説明を行い、社内取締役・社内監査役に対しては、コーポレートガバナンス及び法務事項等を中心に、研修の機会を設けており
ます。

【原則５－１】株主との建設的な対話に関する方針

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のためには、株主との積極的な対話を行い、株主の意見や要望を経営に反映させ、株主とと
もに当社を成長させていくことが重要と認識しております。そのため、情報取扱責任者である代表取締役社長兼経営管理本部長を中心に、各関連
部署で協議し連携して対応しております。また、株主の皆様との建設的な対話を促進するため、全ての株主の皆様宛に当社の業績やトピックスを
まとめた「ＳＹＳＫＥＮ’Ｓ　Ｒｅｐｏｒｔ」を年２回送付しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

ＳＹＳＫＥＮ従業員持株会 245,535 9.68

第一生命保険株式会社 152,200 6.00

日本生命保険相互会社 127,430 5.02

株式会社肥後銀行 119,789 4.72



住友生命保険相互会社 80,600 3.17

みずほ信託銀行株式会社 72,000 2.83

西部電気工業株式会社 56,320 2.22

NDS株式会社 54,000 2.12

株式会社ミライト・テクノロジーズ 52,000 2.05

株式会社りそな銀行 51,800 2.04

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第二部、福岡 既存市場

決算期 3 月

業種 建設業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

当社は、2018年５月８日開催の取締役会決議により、コムシスホールディングス株式会社を完全親会社とし、当社を完全子会社とする株式交換を
行うことを決定し、株式交換契約を締結しました。2018年６月21日開催の第65回当社定時株主総会で承認を受けましたので、当社は本株式交換
の効力発生日である2018年10月１日をもってコムシスホールディングス株式会社の完全子会社となります。効力発生日に先立ち、当社の普通株
式は2018年９月26日に上場廃止（最終売買日は９月25日）となる予定です。



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 14 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 9 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

竹中　潮 弁護士 △

後藤　久美子 他の会社の出身者 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

竹中　潮 ○

社外取締役の竹中潮氏は、過去において
当社の顧問弁護士でありましたが、現在
当社との間に顧問契約は締結しておりま
せん。

社外取締役の竹中潮氏は、弁護士としての高
度な専門知識を有しており、リーガル・コンプラ
イアンスの見地から経営の意思決定に関し適
切な助言を受けるために選任しております。

証券取引所が定める独立性基準を充たしてお
り、一般株主との利益相反の生じるおそれはな
いと判断し、独立役員として指定しております。



後藤　久美子 ○

社外取締役の後藤久美子氏は、過去にお
いて当社と顧問契約を締結しておりました
が、現在当社との間に顧問契約は締結し
ておりません。

後藤久美子氏が代表を務める司法書士
法人アシストと当社との間には取引関係
があるものの、その規模に照らして、一般
株主との利益相反が生じるおそれはない
と判断しております。

社外取締役の後藤久美子氏は、司法書士とし
ての高度な専門知識を有しており、リーガル・コ
ンプライアンスの見地から経営の意思決定に
関し適切な助言を受けるために選任しておりま
す。

証券取引所が定める独立性基準を充たしてお
り、一般株主との利益相反が生じるおそれはな
いと判断し、独立役員として指定しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

会計監査人による会計監査については、社長へ報告されるとともに監査役に報告が行われ、監査役はその内容を参考として監査役監査を実施し
ております。

また、当社は独立した部門として監査部を設置しており、監査部は社内監査後、社長への報告とともに監査役へ報告を行い、監査役の指導、助言
を受けております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

西　亮至 他の会社の出身者

福田　稠 他の会社の出身者 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由



西　亮至 　 ―――

社外監査役の西亮至氏は、財務・会計に関す
る専門的な知識と豊富な経験を有しており、中
立・公正な立場から経営の意思決定に関し適
切な監査及び助言を受けるために選任してお
ります。

福田　稠 ○

社外監査役の福田稠氏は、医療法人社
団愛育会の理事長であり、同法人と当社
との間には取引関係があるものの、その
規模に照らして、一般株主との利益相反
が生じるおそれはないと判断しておりま
す。

社外監査役の福田稠氏は、他の法人の役員等
を兼任していることから企業統治等に関する幅
広い見識を有しており、客観的・外部的な視点
から経営の意思決定に関し適切な監査及び助
言を受けるために選任しております。

証券取引所が定める独立性基準を充たしてお
り、一般株主との利益相反が生じるおそれはな
いと判断し、独立役員として指定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

現状の経営規模及び経営環境を勘案し、実施しておりません。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

取締役及び監査役の報酬につきましては、有価証券報告書において取締役及び監査役の報酬総額をそれぞれ記載しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役及び監査役の報酬につきましては、株主総会の決議により、取締役全員及び監査役全員のそれぞれの報酬総額の最高限度額を決定し

ております。

各取締役の報酬額は、取締役会の授権を受けた代表取締役が当社の定める一定の基準に基づき決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議

により決定いたします。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役及び社外監査役による監督又は監査の参考とするため、会計監査人による会計監査報告、監査部による社内監査報告の他、取締役
会の開催に際しては、事前に資料を配付し、取締役会等での発言については尊重しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は監査役制度採用会社であり、会社の機関として会社法に規定する株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。

取締役会は全取締役９名（うち社外取締役２名）で構成され、取締役会を原則として毎月１回開催とし、更に必要に応じ随時取締役会を開催してお



り、経営の基本方針及び業務遂行に関する重要事項の決定を行うとともに、各取締役の職務の執行状況を監督しております。また、全取締役と主
要部門の責任者で構成される経営会議を開催し経営戦略並びに重要な業務執行等の審議、決定を行っております。また、業務執行を統括する代
表取締役社長が適切な意思決定を行うために補佐的機関として経営戦略会議を原則毎週１回開催し、取締役会の決議事項を含む重要事項につ
いて事前に審議し、経営の意思決定の効率化を図っております。

監査役会は、監査役３名（うち社外監査役２名）で構成され、監査役会は監査方針を定め、各監査役はそれに従って取締役会、その他の重要な会
議に出席し、それと共に各部門及び関係会社の監査を実施し、取締役の職務執行を監視する体制となっております。

また、当社は内部監査制度として、内部管理体制の適切性や有効性を検証するため監査部を設置し、全ての事業所及び関係会社を対象として、

内部監査を実施しております。

会計監査人については、有限責任監査法人トーマツより法定監査を受けており、取締役会及び監査役会へ定期的な報告が実施されております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は監査役設置会社であり、社外取締役（２名）及び社外監査役（２名）を選任しております。

社外取締役及び社外監査役は、企業統治において果たす機能及び役割として、取締役会などの重要な会議に出席し、法務、財務・会計、企業統

治等に関する専門的な知見を生かして、取締役の職務執行の状況について明確な説明を求め意見を述べるなど、客観的かつ中立的な立場から

経営の意思決定に関し適切な助言及び監査を行っております。

当社は、上記の体制を採用することで、企業経営の透明性、健全性のシステムを構築し、会社を巡る利害関係者（ステークホルダー）である株

主、従業員、取引先等との調和を図り、企業価値の維持増大を図ることができると考えております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

その他

株主総会の運営につきましては、映像を利用した報告を行うなど、株主にわかりやすい運
営を

目指しております。

また、招集通知及び決議通知の当社ホームページへの掲載を行っております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

IR資料のホームページ掲載
決算短信を含む適時開示資料、ファクトブック等の会社情報を掲載しておりま

す。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

コンプライアンス規則を制定しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
品質マネジメントシステム、労働安全衛生マネジメントシステムの認証を取得しております。

また、情報セキュリティマネジメントシステムについても一部の組織で認証を取得しておりま
す。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

コンプライアンス規則において、株主をはじめ社会全体に対し適時適切な会社情報を公開
し、

事業活動の理解促進に努める旨を定めております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

１．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　（1）当社は、法令、定款等の遵守を目的として、企業理念及びＳＹＳＫＥＮグループ企業倫理行動宣言を定め公開しており、取締役は自らが率先

　　　垂範することとしております。

　（2）取締役会によって取締役の職務の執行を監視することとしております。

　（3）定期的に取締役会の実効性評価を実施し、取締役会の実効性が担保されているか検証を実施することとしております。

　（4）内部統制及びコンプライアンス体制を整備・推進するため、内部統制委員会及びコンプライアンス委員会を設置し、定期的に開催するととも

　　　に内部通報制度を確立しております。

　（5）当社は、反社会的勢力との関係を排除するとともに、反社会的勢力に対しては毅然とした姿勢で対応し、反社会的勢力とは取引関係その他

　　　一切の関係を持たないこととしております。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　　取締役は、その職務の執行に係る以下の文書その他の重要な情報につき、当社の社内規程に従い適切に保存及び管理を行うこととしており

　　ます。

　　　（1）株主総会議事録と関連資料

　　　（2）取締役会議事録と関連資料

　　　（3）その他取締役の職務の執行に関する重要な文書

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　　経営全般に関する損失の危険については、責任委任内規を制定し、当該損失の危険の重要性に応じ、取締役会及び定期開催の経営戦略会

　　議に適時な情報提供を行うことにより、適切な議論を行い、当該損失の危険に対し必要な対策を決定しております。

　　内部監査部門は監査実施計画及び監査実施方法を定め、内部監査規則に従い、関係部署と協力し危機管理状況等について監査し、取締役

　　 会及び監査役に報告する。

　　また子会社の損失の危機の管理に関しても、グループ会社取扱要領を運用するとともに、当社の取締役会においても報告を行いグループ全

　　 体で管理を行う。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　　当社は、取締役会を原則として毎月1回開催とし、更に必要に応じ随時取締役会を開催しており、経営の基本方針及び業務執行に関する重

　　要事項の決定を行うとともに、各取締役相互に職務執行状況を監督しております。また、全取締役と主要部門の責任者で構成する経営会議

　　を開催し経営戦略並びに重要な業務執行等の審議決定を行っております。業務運営については、将来の事業環境等を踏まえ中期経営計画

　　並びに各年度予算を立案し全社的な目標を設定しております。各担当部門においては、目標達成に向けて取組みを図っております。

５．使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　　当社及び子会社は、グループコンプライアンス規則を制定の上、コンプライアンス全体を統括する組織として、「ＳＹＳＫＥＮコンプライアンス委

　　員会」を設置しております。コンプライアンスの推進については、業務の専門化、高度化に伴い、発生が懸念される不正・不祥事の予防に努め

　　るとともに、倫理観の醸成に資するべく、機会をとらえ企業倫理に関する社員教育等を通じ指導しております。また、当社は、相談・通報体制を

　　設け、役員及び社員等が、社内においてコンプライアンス違反行為が行われ、または行われようとしていることに気がついたときは、「ＳＹＳＫＥ

　　Ｎヘルプライン（相談窓口）」を通じてコンプライアンス推進室長等に通報（匿名も可）しなければならないと定めております。会社は、通報内容

　　を秘守し、通報者に対して不利益な扱いを行わないこととしております。

６．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

　　子会社の経営については、その自主性を尊重するとともに、事業内容の定期的な報告と重要案件についての事前協議を行い、子会社の取締

　　役会にて協議すること等により、子会社の取締役の職務の執行の効率を確保する。

　　なお、子会社を取締役会設置会社とし、当社の役職員が取締役等に就くことにより、当社が子会社の業務の適正を監視できる体制とする。

　　なお、当社監査部門は、子会社に対して定期的な監査を行い、報告等については当社取締役会及び監査役へも行う。また、関連会社の経営

　　については、その自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案件についての事前協議を行う。

７．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

　（1）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、知見を十分に有する使用人を置くこととしております。

　（2）職務を補助すべき使用人は、監査役の指示に従いその職務を行うこととしております。

８．前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

　　前号の使用人の取締役からの独立性を確保するため、当該使用人の任命、異動等人事権に係る事項の決定には予め常勤監査役の事前の

　　同意を得ることとしております。

９．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制

　　取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査役に報告することとしておりま　

　　す。また、常勤監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、経営会議などの重要な会議に出席　

　　するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることとして　

　　おります。子会社についても、その取締役及び使用人等が当社の監査役に報告を行う体制としております。

　　なお、監査役に報告を行った者が、当該報告を行ったことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保する体制としております。

10．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　　（1）監査役が代表取締役に対する独立性を保持しつつ適正かつ実効的な監査を行える体制としております。　なお、監査役は監査の実施にあ

　　　　たり必要と認めるときは、内部監査部門、会計監査人及び子会社の監査役との連携を図るとともに、代表取締役との定期的な情報交換等

　　　　を行っていくこととしております。

　　（2）監査役の職務の執行について生ずる費用については、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、当該監査役の請

　　　　求等に従い処理を円滑に行い得る体制としております。



11．財務報告の信頼性を確保するための体制

　　当社及び当社グループは金融商品取引法に基づく内部統制報告制度への対応を企業基盤強化のインフラ整備の一環として位置づけ、財務

　　報告の信頼性を確保するために、当該財務報告に係る内部統制の有効かつ効率的な整備・運用及び評価を適切に実施するための体制を

　　整備しております。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社はいかなる場合においても反社会的勢力及びその関係者とは取引や交際はせず、金銭その他の経済的利益を提供しないこと、また、反社

会的勢力に対しては断固とした対応をすることとし、具体的には反社会的勢力との関係遮断を盛り込んだコンプライアンス規則に定めておりま

す。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社は、株主をはじめとする投資家、地域社会等からの正しい理解と信頼を得るため、経営・財務等に係る重要情報について、金融商品取引法、
その他関係法令等及び証券取引所の定める適時開示規則に従い、公正かつ適時・適切な開示を行っております。

会社情報を開示するにあたり、「決定事実に関する情報、決算に関する情報」については、取締役会等の決議・決定が行われた時点で、「発生事

実に関する情報」については、発生の事実を認識した時点で速やかな情報開示を行うこととしております。

なお、情報開示手続は、東京証券取引所の電子開示システム（TDnet）へ登録し、当該資料を記者クラブへ配布するとともに、当社ホームページ

への掲載を行っております。




